
佐倉市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 佐倉市地域福祉計画を推進するため、佐倉市地域福祉計画推進委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）佐倉市地域福祉計画の進捗管理及び評価 

（２）地域及び行政の現状の把握 

（３）佐倉市地域福祉計画に関する各種検討 

（４）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２第６項の規定によ

る、地域公益事業の内容及び事業区域における需要についての提言 

（５）次期の佐倉市地域福祉計画の策定に関する提言 

（６）その他佐倉市地域福祉計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員は、再任することができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者、関係職員等の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第７条 委員会の会議は、公開とする。ただし、特定の個人又は法人の情報に

関して公開しないことが適当と認める場合は、公開しないものとする。 

（専門部会） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置き、調査、研究

等をさせることができる。 

（謝礼金） 

第９条 委員会又は前条の専門部会の会議に出席した委員に対しては、その出

席の都度、予算の定めるところにより謝礼金を支払う。 

（庶務） 
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第１０条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において行う。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則（平成２１年３月２３日決裁２０佐社第７４８号） 

この要綱は、平成２１年３月２３日から施行する。 

附 則（平成２１年８月１２日決裁２１佐社第３０９号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２４年１月３１日決裁２３佐社第８３６号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１８日決裁２５佐社第９３３号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２２日決裁２８佐社第２３５８号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表 

学識経験者                  １人以内 

社会福祉事業者                １人以内 

佐倉市社会福祉協議会             １人以内 

ボランティア団体               １人以内 

民生委員・児童委員協議会           １人以内 

地域団体                   １人以内 

公募による市民                ３人以内 


